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別添１ 

中部環境パートナーシップオフィス運営協議会ＮＰＯ等委員募集要領 

 

環境省中部地方環境事務所 

 

１ 目的 

  環境省中部地方環境事務所では、中部地区における環境行政と企業、ＮＰＯ等とのパートナーシップ

促進の支援拠点となる中部環境パートナーシップオフィス(以下｢ＥＰＯ中部｣という。)を名古屋市中区

に開設し、平成17年9月から、公募により選定したＮＰＯ法人ボランタリーネイバーズと協働で運営し

ています。 

ＥＰＯ中部の事業運営等は、ＥＰＯ中部運営協議会(以下｢運営協議会｣という。)を設置して、ＥＰＯ

中部の基本的な事業方針並びに毎年度の事業計画及び事業実施について協議し遂行しております。この

協議会では、ＥＰＯ中部の事業に協力いただける方に御参加いただき、委員の方の知恵をいただきなが

ら、ＥＰＯ中部の事業を実施していきたいと考えています。 

協議会を組織するに当り、運営協議会委員のうち10人程度を、当事務所管内に事務所を置き、地域の

行政又は企業との協働事業実績のあるＮＰＯ等の関係者から公募し、選定するものです。 

 

２ 運営協議会について 

（１）運営協議会の構成 

   運営協議会は、今回募集するＮＰＯ等委員の他、次の委員で構成します。  

 

区   分 予 定 人 数 等 

ＮＰＯ等の関係者 １０人程度。なおＥＰＯ中部は中部地方環境事務所管内 7 県(富

山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、愛知県、三重県)で事

業を実施するため、各県から原則1人選定することとします。 

学識経験者 ２人程度(東海、北陸から各1人予定) 

企業関係者 ３人程度 

地方自治体関係者 ８人程度 

ＥＰＯ中部請負団体関係者 ２人(ＮＰＯ法人ボランタリーネイバーズ１人、ＥＰＯ中部スタ

ッフ１人) 

環境省中部地方環境事務所 １人 

 

（２）任期 

   運営協議会は、年2回程度の開催を予定しており、委員の任期は平成21年３月末日までとします。 

     

（３）その他 

   ＮＰＯ等委員の運営協議会への出席に当たっては、交通費、謝金をお支払いします。 

 

３ 応募要件及び手続き 

（１） 応募要件 

  ア 中部地方環境事務所管内７県(富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、愛知県、三重県)のい

ずれかに事務所を置き、地域の行政又は企業との協働事業実績を有しているＮＰＯ等の団体に属す

る方。 

(注)｢ＮＰＯ等｣とは、特定非営利活動法人、社団法人、社会福祉法人等の法人格を有している団体

のほか、法人格を有していない団体も含みます。 
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イ 運営協議会に積極的に御参加いただける方。(注)運営協議会は公開で開催します。 

 

（２）応募期間 

   平成19年4月11日(水)から平成19年4月27日(金)午後5時まで(必着)。 

 

（３） 応募書類及び提出方法 

次の応募書類を作成し、各1部を下記へ提出して下さい。 

提出方法は、持参又は郵送とし、郵送の場合も、提出期限内に提出場所へ必着とします｡ 

なお、提出書類については返却致しません。 

① 委員として出席する方の氏名、所属する団体での役職 (注1参照) 
② 所属している団体の概要、活動を示す書面(注2参照)の他、以下の写し 

・定款又は寄付行為の写し(法人格を有しない団体の場合は規約等) 

・直近年度の事業報告書等の写し 

③ 行政又は企業との協働事業実績 (注2､3参照) 

④ 運営協議会への参加動機 (注4参照) 

⑤ ＥＰＯ中部に期待する協働事業 (注4参照)  

 

(注)1 ①については、名刺の写しでも結構です。また、審査結果連絡用に電子メールアドレスを記載

して下さい(個人、団体いずれでも結構です)。 

2 ②については、事業報告書等の既存資料の該当部分の写しでも結構です。 

 なお、作成する場合は、②及び③ともそれぞれＡ４(40 文字×40 行)両面印刷1枚以内で作成

し、写しを添付する場合もＡ４両面印刷1枚以内として下さい。 

    3 ③について、実績が多い場合でもＡ４両面印刷1枚以内にまとめて下さい。 

  4 ④及び⑤とも、それぞれＡ４(40文字×40行)1枚以内で作成して下さい。 

  

（４）提出期限及び提出先 

  ア 提出期限：平成19年4月27日（金）午後5時まで(必着) 

イ  提出場所：中部地方環境事務所 

〒460-0003 名古屋市中区錦3-4-6 桜通大津第一生命ビル４F 

        郵送の場合は、「委員応募書類在中」と明記して下さい。 

 

（５）その他 

   ＥＰＯ中部に関することは、ＥＰＯ中部のホームページも併せてご欄下さい。

http://www.epo-chubu.jp/ 

 

４ 審査方法・審査結果 

 審査委員会において、提出書類に基づく書面審査により決定します(面接審査は行いません)。 

 審査要領及び審査委員は別添２を参照して下さい。 

 審査結果については、審査委員会(平成19年5月8日(火)予定)において決定後、個別に連絡します。 

 

５ 問い合わせ先 

  中部地方環境事務所環境対策課  電話:052-955-2134 


